
第２４回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和６年２月１日（木曜）      午前９時３０分 開会 

休 憩 9:46-9:55 

午前９時５９分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  渡辺洋一郎 委 員  中村 和宏  

副委員長 立川 美穂 委 員  鈴木 健充  

委 員  正村紀美子   

委 員  木村 淳彦  議 長 梶澤 幸治 

欠席委員  

氏   名 

委 員  中田智惠子   

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史 総務係主査 上田瑞紀 

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、中田委員の欠席を報告し、事務局から本日の委員会の日程を

説明する。 

 

２ 議 件 

（１） 調査事項 

ア 議会だより２月号の編集について          当日資料１ 

イ 議会だより３月号の編集企画について          資料２ 

ウ 議会モニターへのアンケートについて        当日資料３ 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

令和 年 月 日（  曜）   時   分 

（２）その他 

 

                                       

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 議会だより２月号の編集について  当日資料１ 

・中村委員：校了は明日（２月２日）。最終調整は事務局一任としたい。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 



・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり編集を校了とする。 

 

イ 議会だより３月号の編集企画について  資料２ 

・中村委員：資料説明（ページたて、３月５日校了日、８ページ編集等）。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり編集を進めることを決定する。 

 

ウ 議会モニターへのアンケートについて  当日資料３ 

・立川副委員長：今年度の議会モニターの任期が３月末日で満了となるため、アンケ

ートを行い、次年度に向けたモニター制度の充実につなげていきたい。なお、昨日

の全員協議会（第１０回：令和６年１月３１日開催）で情報共有したとおり、議会

だより２月号では、新年度のモニター募集記事を掲載することから、現在のモニ

ター各位に対しても引き続き承引を打診する旨、今年度の協力御礼と共にアンケ

ート前文に記載することとしたい。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり決定する。 

 

・委員長：お諮りする。当日追加として４件を調査事項としたい。趣旨は、３月定例

会議に会議案として提案予定の議会関連条例等の改正案である。具体的には「芽

室町議会会議条例の一部改正案」、「芽室町議会委員会条例の一部改正案」、「芽室

町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正案」及び「芽室町議会会議条例

等運用規則の一部改正案」の４件となる。異議ないか？ 

 ・（異議なし） 

 ・委員長：決定する。 

 

エ 芽室町議会会議条例の一部改正案について  当日資料４ 

 ・総務係長：第９回全員協議会（令和６年１月１５日開催）で共有した「押印見直し

に係る例規の改正（案）」について、３月定例会議に提案予定の会議案を協議いた

だきたい。 

 ・委員長：意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

 ・（異議なし） 



 ・委員長：議運の案として決定し、次回全協で共通認識を図る。 

 

オ 芽室町議会委員会条例の一部改正案について  当日資料５ 

・総務係長：資料説明（「当日資料４」の説明と同じ） 

 ・委員長：意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

 ・（異議なし） 

 ・委員長：議運の案として決定し、次回全協で共通認識を図る。 

 

カ 芽室町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正案について  当日資料６ 

 ・総務係長：資料説明（「当日資料４」の説明と同じ） 

 ・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

 ・（異議なし） 

 ・委員長：議運の案として決定し、次回全協で共通認識を図る。 

 

キ 芽室町議会会議条例等運用規則の一部改正案について  当日資料７ 

 ・総務係長：資料説明（「当日資料４」の説明と同じ） 

 ・委員長：意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

 ・（異議なし） 

 ・委員長：議運の案として決定し、次回全協で共通認識を図る。 

 

３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・正副一任 

 

（２）その他 

・ 委員長：「その他」で各委員からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：議長からないか？ 

・ （なし） 

・ 事務局からないか？ 

・ 事務局長：先ほど、当日追加調査事項とした議会関連の条例等改正について、

議会内の手続きに関して追加協議願いたい。条例改正に係る議会内の協議手順

は、本来、議運での協議を踏まえて、全員協議会で協議すべき事案であるが、

２月は公務が集中している。具体的には、来週から白樺高校の議会体験、視察



等が連続し、各議員のスケジュールを鑑みると、この件だけを協議事項として、

全議員に出席要求をし、日程を設定すべきかどうか苦慮している。ひとつの案

となるが、６日に総務経済常任委員会、１５日に厚生文教常任委員会開催が予

定されているため、それぞれの委員会の終了後に、この件を共有、協議してい

ただく手法について、検討の余地があるか否かを御協議いただきたい。 

・ 正村委員：事務局説明のとおり、常任委員会の終了後に、今ほど提案のあった

手順で条例改正の提案手続きとして良いかどうかを、各委員に説明し、理解を

求める方法で進めていきたい。 

・ 中村委員：厚生文教常任委員会としても同様の取組みとする。 

・ 委員長：本来の手順とは異なるが、今回は特例として、各常任委員会の開催日

に両常任委員会委員長から各委員に協議することで決定する。 

 

                    以上をもって議会運営委員会を閉会する。 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 ０名 議 員 １名 合計 １名 

  

令和６年２月１日 

議会運営委員会委員長 渡辺 洋一郎 

 

 


